
地域生活支援拠点等の整備（第４期計画からの新規目標）
＜成果目標と実績＞ （参考）地域生活支援拠点等とは

各市町村における検討状況（平成30年3月31日現在【市町村回答の集計】）

＜　現状　＞

＜　今後の取組方針　＞

＜　評価と分析　＞
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○国の基本指針において、障害のある人の高齢化・障害の重度化や「親亡き後」を見据え、居住支援機能と地域支援機能の一体的
な整備を推進するため、各地域内で、地域生活支援の機能を集約し、グループホーム又は障害者支援施設に付加した拠点の整備を
図ることとされている（拠点を設けず、地域において機能を分担する「面的整備型」も含む。）。

○地域生活支援としては、①地域生活への移行、親元からの自立等に係る相談、②一人暮らし、グループホームへの入所等の体験の機
会及び場の提供、③ショートステイの利便性・対応力の向上等による緊急時の受け入れ体制の確保、④人材の確保・養成・連携等による専
門性の確保、⑤コーディネーターの配置等による地域の体制づくりの５つの機能が求められている。

○本県では、国の基本指針に即して、平成２９年度までに各市町村又は各障害保健福祉圏域において、地域生活支援拠点等を少な
くとも１つ整備することを成果目標の１つとして設定している。

29年度実績
15市町村（8市町及び2圏域等）で整備（面的整備）
　　※　詳細は下表のとおり
　　※　名古屋市は4ブロックに分け、一部地域で整備済（西ブロック）
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○平成29年度末現在で、市町村単位で8市町、圏域
単位又はその他（近隣市町村）で2か所（7市町村）
が整備済となった。

○整備形態は、すべて面的整備であった。

平成２９年度末までに各市町村又は各障害保健福祉圏域において、地域生活支援拠点等を
少なくとも１つ整備する。

（設定方法）
国の基本指針に即して設定。
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○未整備の39市町村に整備が進まなかった理由を
確認したところ、地域生活支援拠点に求められる機
能のうち、次の機能の整備が特に困難との回答が
あった。
　・緊急時の受け入れ・対応（22市町）
　・一人暮らしの体験の機会・場の提供（17市町）
　・専門的人材の確保・養成（15市町）

○地域生活支援拠点の整備を推進するため、拠点
に必要とされる施設の整備や人材育成を支援してい
く必要がある。

○また、整備済の生活支援拠点について、機能内
容の充足程度を見ると、拠点ごとに差が大きい。整
備済の拠点についても、内容の充足を図っていく必
要がある。

○未整備の市町村については、第5期障害福祉計
画の基本指針の成果目標で「平成32年度末までに
各市町村又は各圏域に少なくとも1つを整備すること
を基本。」と示されたことを受け、2市町を除いて平成
32年度までに整備すると回答している。

○引き続き、障害保健福祉圏域ごとに設置している
地域アドバイザーと連携し、障害保健福祉圏域会議
や市町村自立支援協議会などを通じて各市町村に
おける取組状況を把握しながら、平成32年度末まで
に整備が完了するよう、市町村に働きかけていく。

○また、整備済の生活支援拠点についても、地域ア
ドバイザーと連携し、市町村に機能内容の充足を働
きかけていく。

名古屋圏域（名古屋市）

愛知県合計
1
32 0

1
40 11

1
4 109 8

1

○ 名古屋市は、市内を4ブロックに分けて整備

西ブロック 整備済

南ブロック 今年度中に整備予定

東ブロック、北ブロック 整備時期未定
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平成３０年４月６日（金） 

 

地域生活支援拠点等の整備促進、必要な機能の強化・充実のための

都道府県ブロック会議 開催要綱（案） 
 

１．目的 

○ 地域生活支援拠点等の現状の課題や傾向等を都道府県ブロック別に把握し、 

未整備の自治体の整備促進（底上げ）や好事例自治体の横展開を図りつつ、 

第６期障害福祉計画に係る地域生活支援拠点等のあり方を検討する。 

 

２．内容 

○ 地域生活支援拠点等の整備促進、必要な機能の強化・充実のための都道府 

県ブロック会議（以下「ブロック会議」）においては、地域生活支援拠点等の 

積極的な整備や、必要な機能の強化・充実に資するよう、厚生労働省職員か 

らの説明・情報提供、市町村等からの事例報告、ブロック会議の参加者相互 

の意見交換等を行うこととする。 

 

３．開催時期（予定） 

○ 平成３０年５月～ 

 

４．参加対象者及び参加募集 

○ 市町村（障害保健福祉圏域含む）の職員を広く対象とすることとし、希望 

する都道府県においては、別添に基づき募集する。 

なお、地域生活支援拠点等の必要な機能を担う事業所・施設や、関係機関 

等も対象とする。 

 

５．開催方法 

○ 事務連絡に基づいて、ブロック会議を希望する都道府県（以下、「幹事都道 

府県」）と厚生労働省の共催とする。 

なお、幹事都道府県が管内の市町村等を募集するにあたっては、市町村等 

の積極的な参加を促すこととする。 

 

６．プログラム 

※ 詳細は別紙（「議事次第」（案））参照。 

○ 午前：行政説明及び事例発表（市町村、障害保健福祉圏域や都道府県） 

○ 午後：意見交換会 

 

７．開催費用 

（１）市町村等職員が参加にあたっての費用（交通費、宿泊費）等については、 

参加者の属する市町村等の負担とする。 

（２）共催に係る会場や設備等については、幹事都道府県の負担とする。（厚 

生労働省職員の費用（交通費、宿泊費）等は除く。） 

なお、詳細は、共催にあたっての準備の際に調整することとする。 

 

８．その他 

○ ブロック会議の庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害保健 

福祉課福祉サービス係において担当する。 

○ ブロック会議に係るスケジュールや資料については、厚生労働省ホームペ 

ージに掲載する予定である。（一部資料については、掲載対象外とすること 

もある。） 
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別添 

※ 開催要綱（案）及び議事次第（案）をご参照の上、幹事都道府県におかれ 

ては、以下の事項に記入の上、事務連絡の連絡先のメールアドレスまで返送 

ください。 

【登録表】 

１ 都道府県名（人口規模も記入） 
※ 複数都道府県が合同で開催する場 

合、全ての都道府県名を記載くださ 

い。 

○ 自治体名（人口規模：     ） 

○ 自治体名（人口規模：     ） 

○      〃 

２ 連絡先 

（１）担当部署名 

（２）担当者 

（３）電話番号 

（４）メールアドレス 

 

（担当部署名）： 

（役職）：（担当者名） 

 

 

３ 希望開催日（複数候補可） 平成○○年○○月○○日 

４ 候補会場名（定員も記入）      （定員：         ） 

５ 想定事例発表市町村（２事例） 

（圏域も可） 

 

６ 参加を想定する管内市町村名 

（圏域含む） 

 

【留意事項】 

＊ 事例発表の調整 

○ 管内市町村等のうち、好事例の市町村等を中心に２事例選出し、当該市町村等に資料 

作成等の調整をお願いしてください。なお、幹事都道府県が発表しても構いません。 

 

※ 事例発表の資料においては、厚生労働省ホームページへの掲載を前提に、当該自治体 

と調整いただき、ブロック会議終了後は厚生労働省に提出してください。 

 

＊ 意見交換会の方法 

① 幹事都道府県において、参加者市町村等の規模を踏まえ、１０名程度のグループに分 

けていただき、座席表の作成をお願いいたします。 

 

※ 座席表の作成にあたっては、午前の部の後に大幅な作業が生じないように、あらかじ 

め意見交換会を可能とする配置にしてください。 

 

② 参加市町村等が確定した後、各グループの「ファシリテーター」、「記録者」を事前に 

調整の上決定し、該当市町村等に連絡をお願いします。 

 

③ 参加市町村等が確定した後、参加市町村等に事前にワークシート（別紙１）を配布し、 

ブロック会議当日、各グループ分の部数を持参するように連絡してください。 

 

④ 記録者は、「３グループによる発表（振り返り）」に備え、発表用シート（別紙２）に 

記入し、各グループの議論をとりまとめてください。 

  なお、発表者については、各グループにおいて、決定いただくこととします。 

 

※ 振り返りの際の３グループについては、意見交換会が充実するように、当日、幹事都 

道府県と厚生労働省が調整の上、決定いたします。 

 

⑤ また、各グループの発表用シートについては、ブロック会議終了後、幹事都道府県に 

提出し、幹事都道府県はとりまとめた上で、参加者市町村等に周知するとともに、厚生 

労働省に提出してください。 

 

＊ アンケートの実施 

○ ブロック会議の内容の充実を図るため、参加市町村等に対し、アンケート（別紙３） 

を依頼する予定であるので、ご協力いただくようお願いします。 
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地域生活支援拠点等の整備促進、必要な機能の強化・充実のための 

都道府県ブロック会議（愛知県開催） 

 

 

１ 目的 

地域生活支援拠点等の現状の課題や傾向等を把握し、未整備の自治体の整備促進（底上げ）や

好事例自治体の横展開を図りつつ、地域生活支援拠点等のあり方を検討する。 

 

２ 内容 

地域生活支援拠点等の整備促進、必要な機能の強化・充実のための都道府県ブロック会議にお

いては、地域生活支援拠点等の積極的な整備や、必要な機能の強化・充実に資するよう、厚生労

働省職員からの説明・情報提供、市町村等からの事例報告、ブロック会議の参加者相互の意見交

換等を行う。 

 

３ 主催 

厚生労働省、愛知県 

 

４ 開催日時・場所 

平成３０年１２月２５日（火）午前１０時～午後５時 

愛知県自治センター １２階 会議室Ｅ（名古屋市中区三の丸三丁目１番２号） 

 

５ 議事（予定） 

時間 内容 担当 

10:00～10:05 5分 開会  

10:05～10:35 30分 行政説明 厚生労働省 

10:35～11:05 30分 事例発表・質疑応答【整備済自治体】 半田市地域福祉課 

11:05～11:35 30分 事例発表・質疑応答【未整備自治体】 蒲郡市福祉課 

11:35～11:45 10分 事例発表への総評 厚生労働省 

11:45～12:00 15分 グループワークに際しての留意点 厚生労働省 

  休憩  

13:00～16:55 235分 グループワーク  

16:55～17:00 5分 閉会  

 

６ 参加者 

  厚労省 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 計 

市町村職員  66 名 11名 8名 7名 92名 

委託  9名 0名 2名 0名 11名 

小計  75 名 11名 10名 7名 103 名 

厚生労働省 1名     1 名 

ＳＶ、ＡＤ等  18 名    18名 

県職員  9名 2名 4名 1名 16名 

計 1名 102 名 13名 14名 8名 138 名 

※ 江南市は欠席 

  

 

 

 

 

７ グループワークの実施方法 

(1) 事前提出資料 

グループワークで使用するための意見交換用ワークシートを事前提出 

 

(2) グループワークの実施方法 

ア グループ編成方法 

○ 市町村職員と委託職員を分けて実施する。（1グループ 7名程度） 

○ 都道府県職員は、各グループに 1～2名が傍聴者として出席する。 

 

イ グループワーク 

13:00～13:15 15分 ・レイアウト変更 

・自己紹介 

・司会・記録者選出 

ファシリテーター 

13:15～14:55 100分 ・意見交換（発表 7分、質疑等 3分） 

※ 適宜休憩を取ってください。 

14:55～15:25 30分 ・意見の取りまとめ 

・発表者選出 

15:25～15:30 5 分 休憩  

15:30～16:45 75分 ・グループ発表（発表5分、講評 3分） 講評 

厚生労働省 

スーパーバイザー 

16:45～16:55 10分 ・本日の振り返り 厚生労働省 
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